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○金澤

ただいまご紹介いただきました中央総合法律事務

所の金澤と申します。

きょうは、2時間というお時間をいただいており、

お手元の資料に沿ってお話を進めさせていただけれ

ばと思います。

「仮想通貨制度の現状と今後の動向について」とい

うことですが、われわれは法律家ということもありまし

て、規制とか法律の内容がちょっと多いところもある

かもしれませんけれども、最後の部分で、現状の仮

想通貨制度について今後どうしていくべきなのかとい

う議論も踏まえて、ご紹介をしていきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

Slide 2　目次

目次をごらんいただきますと、最初は、「現状の仮

想通貨制度」ということで、今、どういう制度になって

いるのかにつきまして、基礎的な知識としてご紹介し

たいと思います。

そのうえで、昨今の、行政処分が相次いだという

状況もございますけれども、「仮想通貨交換業者をめ

ぐる動向」ということでございまして、最後には、金

融庁で行われた研究会の内容も踏まえて、今後どう

いった議論が展開されていくのかということを、当然

私見も交えるわけですけれども、お話をさせていただ

きたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

では、最初は、江藤弁護士から話を始めさせてい

ただきたいと思います。

○江藤

弁護士法人中央総合法律事務所の弁護士の江藤と

申します。

きょうはどうぞよろしくお願いいたします。

まずはじめに、私から、約 30分程度、現在の日

本における仮想通貨というものに対しての法規制がど

うなっているのか。法規制ができるまでの簡単な経緯

と現状についてご報告をさせていただきます。
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1.現状の仮想通貨制度

まず、現状の仮想通貨制度についてご説明をさせ

ていただきます。

1-1.　2016年資金決済法改正

Slide 4　資金決済に関する法律（資金決済法）改

正までの経緯

まず、資金決済法というものが改正されましたけれ

ども、その資金決済法が改正されるまでの経緯につ

いて簡単にまとめさせていただきました。

何と申し上げても、やはりこの法規制というものを

仮想通貨に及ぼそうということのきっかけになったの

は、2014年 2月のマウントゴックス社の破綻にあり

ます。

マウントゴックス社は、皆さんご存じのビットコイン

というものを扱っている会社ですけれども、そこが結

局破綻をしました。マウントゴックス社は、2月 28日

に民事再生法の申立をしましたが、このときの申立の

内容では、顧客保有のビットコインが 75万ビットコ

イン、それからマウントゴックス社自社のビットコイン

として 10万ビットコイン、これらを合わせて円にす

るとだいたい 470億円程度と計算されておりますが、

このビットコインが消失したとされています。さらに

顧客の預かり金も 28億円程度消失したということで、

かなり被害が高額な案件であったことがわかります。

このマウントゴックス社の破綻を受けて、このまま

仮想通貨というものを放置しておくわけにもいかない

ということで、どういう規制を及ぼしていったらいい

のかというところの検討がかなり進むということになり

ました。

2014年、同じ年の 9月には、自主規制団体の

JADA――今は名前が変わって JBAとなっています

けれども、この自主規制団体というものが設立される

に至りました。自主規制団体が設立された背景として

は、同じ年の 6月に自民党の IT戦略特命委員会資

金決済小委員会の中間報告というものが出されまし

て、この中で仮想通貨についても触れられていた、と

いう事情がございます。

中間報告では、仮想通貨については、仮想通貨と

いうものがそもそも何なんだというところから検討し、

「価値記録」という言葉で表現しております。そのう

えで、当時、ばらばらで何の団体もなかった仮想通

貨業界に対して、業界団体を設立するという提言が

なされました。6月のこの提言を受けて、JADAが設

立されるに至ったということになります。

そして翌年、2015年 6月 26日には、「仮想通貨

に関する FATFガイダンスの公表」ということがござ

いました。

FATFは、マネーローンダリングに関する金融活動

作業部会という組織ですけれども、仮想通貨というも

のが、銀行取引と違って、誰が、いつ、誰に、いく

ら送金したのかということをきちんと管理されていな

いのではないか。そうすると、例えばマネーローンダ

リングをしたいというときに使われてしまう。テロ組

織がよく使ってしまうというようなことですね。そういっ

たことについて、従前から危機感というものが持た

れておりました。そのような危機感を反映して、この

FATFのガイダンスでは、マネロン・テロ資金対策の

一環として、仮想通貨の交換所に登録または免許制

を課すということで、どういった機関が、交換所とし

て仮想通貨の取引をやっているのかというところを、

まず登録や免許制を取ることによって明らかにしてい

きましょう。さらに、その交換所に対しては、顧客の

本人確認や疑わしい取引の届け出、記録保存の義務

等、いわゆる銀行で行われているような規制を課して

いこう、という方針が示されたわけです。

国内では、同じ年の 12月 22日に、「金融審議会

が決済業務等の高度化に関するワーキング・グルー

プ」の報告が公表されました。

ここでも、同じような内容にはなりますけれども、

交換所について登録制を導入しましょう。そのうえで

マネロン・テロ資金供与規制の対象に仮想通貨を追

加しますということとともに、仮想通貨の利用者の保

護のための規制の導入というものも提言されるに至り

ました。

この資金決済法の改正というのは結構押せ押せで

やったのですけれども、というのも、翌年の 5月 26・

27日に G7 の伊勢志摩サミットが控えていたので、

これにあわせて、国内での議論がかなり急ピッチで進

められたというふうに考えられております。
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Slide 5　仮想通貨に関する資金決済法の改正 

内容

仮想通貨に関する資金決済法の改正内容ですけれ

ども、その改正のポイントは大きく2つございます。

1つ目が、まず仮想通貨というものが何なんだとい

う定義規定を制定したということにあります。そして 2

つ目は、先ほど申し上げた、この仮想通貨の交換を

行う仮想通貨交換業というところに対しての規律を制

定しました。この 2点が資金決済法の改正のポイント

になっております。

Slide 6　仮想通貨に関する資金決済法の改正 

内容　①「仮想通貨」に関する定義規定の制定 

（2条 5項）

まず 1点目からご説明をさせていただきます。

仮想通貨に関する定義ですけれども、改正された

資金決済法の 2条 5項に、新たに、仮想通貨とはこ

ういうものだという定義規定が設けられました。

そこでは、「この法律において『仮想通貨』とは、次

に掲げるものをいう」ということで、1号、2号とあり

ますけれども、1号目には、「物品を購入し、若しく

は借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これ

らの対価の弁済のために不特定の者に対して使用す

ることができ、かつ、不特定の者を相手方として購入

及び売却を行うことができる財産的価値」という記載

があります。

さらに 2号目には、「不特定の者を相手方として前

号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産

的価値」ということで、仮想通貨を定義するに至りま

した。


